
 上下水道の経営基盤強化に関する研究会開催要綱（案） 

総務省自治財政局公営企業経営室  

準公営企業室  

 

１ 目的 

人口減少等による料金収入の減少や、施設・管路等の老朽化に伴う更新投資の増大、

令和６年能登半島地震を踏まえた災害への備えの必要性の増大など、上下水道事業を

取り巻く経営環境は厳しさを増している。  

 こうした中で、将来にわたって上下水道の住民サービスを持続可能なものとするた

め、各事業の実情を踏まえ、経営基盤の強化に資する取組等を推進する必要がある。  

 このため、総務省自治財政局として、学識経験者や実務経験者、地方自治体職員等に

より構成する研究会を開催し、上下水道事業をめぐる諸課題について意見を伺うこと

により、経営基盤の強化に資する取組など、上下水道事業の持続可能な経営を確保する

ための方策等について検討を行うため、研究会を開催するものである。  

 

２ 名称 

 本研究会は、「上下水道の経営基盤強化に関する研究会」（以下「研究会」という。）

と称する。  

 

３ 研究テーマ 

 上下水道事業の持続可能な経営を確保するための方策等を検討。  

 

４ 構成員 

 別紙構成員名簿のとおりとする。  

 

５ スケジュール 

 令和６年９月から開催予定。  

 

６ 運営 

 ① 研究会に、座長１人、座長代理１人を置く。  

 ② 座長は、研究会を招集し、主宰する。また、座長代理は、座長を補佐し、座長不

在の時は、座長に代わり研究会を招集し、主催する。  

 ③ 座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その意

見を聴取することができる。  

 ④  研究会は非公開とするが、研究会終了後に配付資料を公表するとともに、速やか

に議事概要を作成し、これを公表することとする。ただし、座長が必要と認める時

は、配付資料を非公開とすることができる。 

⑤ 本要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は座長が定める。  

 

７ 庶務 

 研究会の庶務は、総務省自治財政局公営企業経営室及び準公営企業室が行う。  
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